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太陽光発電の余剰電力買取制度に係る３か月ルールの弾力的運用について

太陽光発電の余剰電力買取制度の各年度の買取単価の適用については、各年度末までに申込みがあり、

かつ、翌年度の６月３０日までに受給開始することを条件としている（以下｢３か月ルール｣という。）。

この度の東日本大震災の影響により住宅建設のための資材が不足している等の状況に鑑み、太陽光発電

の余剰電力買取制度に係る３か月ルールについて、下記のとおり弾力的な運用をお願いしたい。

記

１．弾力的運用の要件及び適用範囲

（１）要件

平成２３年３月３１日までに、太陽光発電の余剰電力買取制度に伴う電力受給契約の申込みを行っ

た者についての買取単価は、平成２３年６月３０日までに受給を開始したか否かにかかわらず、平成

２４年３月３１日までに受給を開始した場合は、平成２２年度までの買取単価を適用することとする。

（２）適用範囲

住宅建設のための資材調達の遅延等は、全国規模で生じているため、被災地に限らず、全国に適用

する。

２．当該運用の広報

当庁より太陽光発電協会を介してパネルメーカー・ハウスメーカー等へ連絡するとともに、買取制

度ポータルサイトにＱＡ等を追加するなどにより、本取扱いを周知していく。なお、各電力会社にお

いても、本内容に沿った対応及びお客様への周知をお願いしたい。

３．お問い合せ先

経済産業省 資源エネルギー庁

再生可能エネルギー推進室 黒部、木村
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